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京都教育大学大学院連合教職実践研究科規則

平成２０年 ２月１８日 制 定

令和 ６年１２月 ９日 最終改正

第１章 総 則

（目 的）

第１条 京都教育大学大学院連合教職実践研究科（以下「研究科」という。）は，学部に

おける教員養成教育と現職教員の教職経験の上に，教育の理論と教職実践を深く追究さ

せることにより，教職に関する高度専門的な知識と実践的指導力を統合的に有する教員

の養成を目的とする。

（構成及び運営）

第２条 研究科の構成及び運営は，国立大学法人京都教育大学，学校法人京都産業大学，

学校法人京都女子学園，学校法人京都橘学園，学校法人光華女子学園，学校法人同志社，

学校法人ノートルダム女学院，学校法人佛教教育学園，学校法人龍谷大学，京都府教育

委員会及び京都市教育委員会の間で締結された協定書に基づき行う。

（組織形態）

第３条 研究科は，京都教育大学を基幹大学とし，京都光華女子大学，京都産業大学，京

都女子大学，京都橘大学，京都ノートルダム女子大学，同志社大学，同志社女子大学，

佛教大学及び龍谷大学の９大学を連合参加大学，京都府教育委員会及び京都市教育委員

会を連携教育委員会として組織し，京都教育大学大学院として設置する。

（自己評価等）

第４条 研究科は，その教育研究水準の向上を図り，第１条の目的及び社会的使命を達

成するため，研究科における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い，

その結果を公表するものとする。

２ 前項の点検及び評価の項目並びにその実施体制等については，別に定める。

（教 員）

第５条 研究科は，京都教育大学，連合参加大学及び連携教育委員会の教員によって構成

する。

２ 前項の教員は，研究者教員（実務家教員以外の教員をいう。）及び実務家教員（教職

又は専攻分野における実務の経験を有する教員をいう。）とする。

（管理運営組織等）

第６条 研究科の運営組織として,連合教職実践研究科教授会（以下「研究科教授会」と

いう。）を置く。

２ 前項の研究科教授会に関し必要な事項は，別に定める。

３ 研究科に，研究科長を置く。

４ 研究科長は，学長をもって充てる。

５ 研究科に，系主任，系副主任及びコース主任を置き，学長が指名する。

６ 系主任，系副主任及びコース主任の任期は，２年とし，再任を妨げない。

（課 程）
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第７条 研究科の課程は，専門職学位課程とする。

（専攻及び定員）

第８条 研究科の専攻及び収容定員は，次のとおりとする。

専 攻 入学定員 収容定員

教職実践専攻 ９５名 １９０名

（系及びコース）

第９条 研究科の教職実践専攻に，次の系及びコースを設置する。

一 学校臨床力高度化系

イ 初任期教員養成コース

ロ 中核教員・リーダー教員養成コース

二 教科研究開発高度化系

イ 人間発達探究コース

ロ 教科学習探究コース

（修業年限）

第10条 専門職学位課程の標準修業年限は，２年とする。

２ 現職教員であって，教職経験（６年以上）等から教職専門実習の一部を履修したもの

とみなすことができる者は，昼間及び夜間開講科目等を履修すること等を条件とする短

期履修制度により修業年限を１年とすることができる。

３ 職業を有している等の事情により，標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的

に教育課程を履修する者（以下「長期履修学生」という。）の修業年限は，４年以内の

許可された年限とする。

４ 専門職学位課程の在学年限は，４年を超えることができない。ただし，長期履修学生

の在学年限は，６年以内の許可された年限とする。

（学年，学期及び休業）

第11条 学年，学期及び休業については，京都教育大学学則（以下「学則」という。）第

５条から第７条までの規定を準用する。

第２章 入学，転入学及び再入学

（入学時期）

第12条 入学，転入学及び再入学の時期は，学年の始めとする。ただし，再入学について

は，学年の中途とすることができる。

（入学資格）

第13条 研究科に入学できる者は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，教育職員免許状

の１種免許状又は専修免許状（以下「免許状」という。）を有する者とする。

一 大学を卒業した者

二 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１０４条第７項の規定により学士の学位

を授与された者

三 外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者

四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該外国の学校教育における１６年の課程を修了した者
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五 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６

年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制

度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当

該課程を修了した者

六 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該

外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずる

ものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において，修業年限が３年以上

である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が

国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修

了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者

七 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定

める日以後に修了した者

八 文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号）

九 学校教育法第１０２条第２項の規定により大学院に入学した者であって，当該者を

その後に入学させる研究科において，研究科における教育を受けるにふさわしい学力

があると認めたもの

十 研究科において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者で，２２歳に達したもの

２ 前項の規定にかかわらず，前項各号列記の要件かつ学校教育法施行規則第２０条第二

号に該当する者は，免許状の所有を要しない。

（転入学）

第14条 他の大学院から研究科に転入学を志願する者があるときは，欠員がある場合に限

り，転入学を許可することがある。

（再入学）

第15条 研究科を願いにより退学した者又は学則第３５条第二号及び第五号の規定の準用

により除籍された者で，再入学を志願する者があるときは，再入学を許可することがあ

る。

（出 願）

第16条 入学，転入学，再入学を志願する者は，本学が定める期日までに，入学願書に，

別に定める書類を提出し，所定の検定料を添えて願い出なければならない。

（選 考）

第17条 入学，転入学，再入学の選考については，研究科教授会が行う。

（入学手続き）

第18条 入学，転入学及び再入学の選考に合格した者は，本学が定める期日までに，別に

定める書類を提出し，所定の入学料を納付しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず，特別の事情によって入学料の納付が困難である者について

は，別に定めるところにより，入学料免除願又は入学料徴収猶予願の提出をもって，入

学料納付の手続きを終えた者とみなすことができる。
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（入学許可）

第19条 入学，転入学及び再入学の許可は，前条第１項の手続を行った者について，学長

が行う。

第３章 留学，休学，転学及び退学

（留 学）

第20条 外国の大学院に留学を希望する者については，研究科教授会の議を経て，許可す

ることがある。

２ 留学期間は，１年以内とする。ただし，特別の事由があるときは，許可を得て更に１

年以内に限り，その期間を延長することができる。

３ 前項の留学期間は，休学の取扱いをしないものとする。

４ 留学した外国の大学院で履修した授業科目について修得した単位は，研究科教授会の

議に基づき，第31条に定める単位を超えない範囲で，研究科において修得したものとみ

なすことができる。

５ 前４項に定めるもののほか，留学に関して必要な事項は別に定める。

（休 学）

第21条 疾病又はその他の事由により，引き続き３月以上学修することができない者は，

研究科長の許可を得て休学をすることができる。

２ 休学期間は，１年以内とする。ただし，特別の事由がある場合は，１年を超えて許可

することがある。

３ 休学期間は，通算して２年を超えることができない。

４ 休学期間は，修業年限及び在学年限に算入しない。

（転学，退学）

第22条 他の大学院に転学又は退学しようとする者は，その事由を具して，研究科長の許

可を受けなければならない。

第４章 除籍，表彰及び懲戒

（除 籍）

第23条 除籍については，学則第３５条の規定を準用する。この場合において，同条第一

号中「第３０条」とあるのは「第１０条第４項」と読み替えるものとする。

（表彰及び懲戒）

第24条 表彰及び懲戒については，学則第４５条及び第４６条の規定を準用する。

第５章 教育課程・授業科目・教育方法等

（教育課程の編成方針）

第25条 研究科は，教育上の目的を達成するために，地域の教育委員会等と連携しつつ，

学校教育に係る状況を踏まえて，必要な授業科目を自ら開設するとともに体系的に教育

課程を編成するものとする。

２ 前項の地域の教育委員会等との連携については，別に定める。

３ 研究科は，学校教育に係る状況の変化に対応し，授業科目の内容，教育課程の構成等
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について，必要な見直しを行うものとする。

（授業科目・教育方法等）

第26条 研究科の授業科目は，共通科目，コース科目及び教職専門実習からなる。

第27条 研究科の授業科目の単位数及び履修方法については，別に定める。

（成績評価基準等の明示等）

第28条 研究科は，学生に対して，授業の方法及び内容，１年間の授業の計画をあらかじ

め明示する。

２ 研究科は，学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては，客観性及び厳格性を

確保するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，当該基準にした

がって適切に行う。

（他の大学院における修学等）

第29条 研究科が教育上有益と認めるときは，他の大学院との協議に基づき，学生が当該

大学院の授業科目を履修することを認めることができる。

２ 前項の規定により修得したとみなすことができる単位数は，第３１条に定める単位を

超えないものとする。

第30条 研究科が教育上有益と認めるときは，研究科の定めるところにより，学生が研究

科に入学する前に他の大学院又は本学大学院において履修した単位（大学院設置基準（昭

和４９年文部省令第２８号）第１５条に定める科目等履修生として履修した単位を含

む。）を，研究科に入学した後の研究科における授業科目の履修により修得したものと

みなすことができる。

２ 前項の規定により修得したとみなすことができる単位数は，第３１条に定める単位を

超えないものとする。

第31条 第２０条第４項，第２９条第２項，前条第２項及び第３３条の規定により修得

したとみなすことができる単位数は，合わせて修了要件として定める最低修得単位数

の二分の一を超えないものとする。

（長期にわたる教育課程の履修）

第32条 学生が，長期履修学生として教育課程を履修し専門職学位課程を修了することを

申し出たときは，審査の上，認めることができる。

２ 前項の教育課程の履修については，別に定める。

第６章 課程修了及び学位授与

（課程の修了）

第33条 専門職学位課程の修了の要件は，研究科に２年（第１０条第２項に定める短期履

修制度の適用を許可された場合は１年，同条第３項に定める長期履修学生の適用を許可

された場合は，各々定められた修業年限）以上在学し，第２６条の授業科目及び教職専

門実習について４６単位（うち１０単位以上は教職専門実習とする。ただし，入学者の

教職経験等に応じて当該実習を最大３単位まで履修したものとみなすことができる｡）

以上を修得することとする。

２ 専門職学位課程修了の認定は，研究科教授会の議を経て，学長が行う。

（学位の授与）
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第34条 学位の授与については，京都教育大学学位規程の定めるところによる。

第７章 検定料，入学料及び授業料

第35条 検定料，入学料及び授業料の額及びその徴収方法については，別に定める。

２ 前項の規定に定めるもののほか，検定料，入学料及び授業料の取扱いについては，学

則第３６条の規定を準用する。

第36条 入学料及び授業料の免除，徴収猶予等の取扱いについては，別に定めるところに

よる。

第37条 既納の検定料，入学料及び授業料は，いかなる理由があっても返還しない。

２ 前項の規定にかかわらず，授業料を納付した者の申し出により，当該授業料相当額を

返還する場合は，学則第３８条の規定を準用する。

第８章 研究生，科目等履修生，特別聴講学生及び特別研究学生

第38条 研究科に研究生，科目等履修生，特別聴講学生及び特別研究学生の制度を設ける。

２ 研究生，科目等履修生，特別聴講学生及び特別研究学生に関する規程は，別に定める。

第９章 教員免許

（教員免許の取得資格）

第39条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許法及び同法

施行規則に定める所要の単位を修得しなければならない。

２ 研究科において，当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は，別

表のとおりとする。

第10章 準 用

第40条 この規則に定めるもののほか，研究科の学生に関し必要な事項は，学則，教育学

研究科規則，及びその他学部学生に関する諸規程の規定を準用する。

附 則

この規則は，平成２０年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，平成２０年６月９日から施行し，平成２０年４月１日から適用する。

附 則

この規則は，平成２４年９月１８日から施行し，平成２１年４月１日から適用する。

附 則

この規則は，平成２５年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，平成２７年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，平成２９年４月１日から施行する。
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附 則（平成３０年規程第６６号）

この規則は，平成３１年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，令和４年４月１日から施行する。

附 則（令和６年規程第１８号）

この規則は，令和７年１月１日から施行する。
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別表（第３９条関係）研究科で取得できる免許状

専 攻 名 教員の免許状の種類 免 許 教 科

教職実践専攻 幼稚園教諭専修免許状

小学校教諭専修免許状

中学校教諭専修免許状 国語・社会・数学・理科・音楽・美術

保健体育・技術・家庭・外国語（英語）

高等学校教諭専修免許状 国語・地理歴史・公民・数学・理科

音楽・美術・工芸・書道・保健体育

家庭・情報・農業・工業・外国語（英

語）


